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平成 25年５月 14日 

各      位 

会 社 名  セーラー広告株式会社 
代表者名  代表取締役社長 村上義憲 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2156） 
問合せ先  
役職氏名 執行役員総務本部長 青木 均 
電    話 087－825－1156 

 

高知エリアの事業再編および新会社の設立について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、高知エリアの更なる強化を目的とした事業再編を図るため、

当社高知支社と株式会社南放（高知県高知市、代表取締役社長 宇佐美 彰）の広告業務に関する営業機

能を統合させるべく、その受け皿として高知県に新会社を設立することを決定し、本日、同社と基本合

意を締結しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．新会社設立の理由 

広告業界におきましては、昨年見られた震災に端を発する広告自粛傾向は無くなり、2012年の総広

告費が 5兆 8,913 億円、前年比 103.2％となるなど（電通調査）、広告出稿量が徐々に回復している状

況にありますが、広告出稿の回復とともに顧客獲得に向けた競争が一段と激化してまいりました。 

当社は、地域に密着した広告会社として、事業エリアおよび事業領域の拡大を進め、広告活動をと

おした社会生活の向上と文化の発展に取り組んでまいりました。一昨年 10 月には、中期経営ビジョ

ンとして『コミュニケーション効果№1、地域シェア№1』を掲げ、より優れたコミュニケーション効

果の提供と更なる地域シェアの向上に努めてまいりました。また、当社は、中四国を中心に営業を展

開しておりますが、高知エリアにおきましては、一定の売上高を確保しているものの、顧客基盤の拡

充が課題であり、更なるシェアの拡大を図るには、他社との連携も含めた事業エリアの再編が不可欠

であると認識してまいりました。 

一方、株式会社南放は、昭和 54 年 10月の設立以降安定した顧客基盤を確立しつつも、将来に亘る

盤石な経営体制の構築を図るためには、営業力や企画提案力の強化が不可欠であると認識してまいり

ました。 

この度、両社は、それぞれの認識してきた経営課題を解決する手法として、当社高知支社と株式会

社南放の広告業務に関する営業機能を統合させることに合意いたしました。具体的には、新会社を設

立し、その後、当該新会社へ株式会社南放の事業全部（広告業務に関する事業）と当社高知支社を統

合するものであります。両社のもつ営業ノウハウを融合することによって得られるシナジー効果は、

高知エリアで事業を営むお客様へ、満足度の高い、より高品質なサービスの提供を可能にするととも

に、地域における社会生活の向上と文化の発展に繋がるものと考えております。 

 

２．新会社の概要 

 （1）商 号 南放セーラー広告株式会社 

 （2）所 在 地 高知県高知市北本町一丁目 10番 28号（株式会社南放本店所在地） 

 （3）代 表 者 代表取締役会長 宇佐美 彰 

          代表取締役社長 三井 章弘 
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 （4）事 業 内 容 広告業 

 （5）資 本 金 3,000 万円 

 （6）出 資 比 率 セーラー広告㈱ 100％出資 

 （7）設 立 平成 25年５月 31日（予定） 

 （8）決 算 期 ３月 

 （9）営業開始日 平成 25年７月１日（予定） 

 

３．株式会社南放の概要 

 （1）商 号 株式会社南放 

 （2）所 在 地 高知県高知市北本町一丁目 10番 28号 

 （3）代 表 者 代表取締役社長 宇佐美 彰 

 （4）設立年月日 昭和 54年 10月９日 

 （5）主な事業内容 広告業 

 （6）決 算 期 ９月 

 （7）従 業 員 数 15名 

 （8）資 本 金 3,500 万円 

 （9）譲受ける事業（株式会社南放）の最近事業年度における業績の動向 

  平成 23 年９月期 平成 24年９月期 

 売上高 510百万円 550百万円 

  (10)上場会社と当該会社の関係 

 

資本関係 

当社と当該会社との間には記載すべき資本関係はありません。また、

当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間

には特筆すべき資本関係はありません。 

 

人的関係 

当社と当該会社との間には記載すべき人的関係はありません。また、

当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間

には特筆すべき人的関係はありません。 
 

取引関係 

当社と当該会社との間には記載すべき取引関係はありません。また、

当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間

には特筆すべき取引関係はありません。 
 関連当事者への 

該当状況 

当該会社は当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関

係者および関係会社は当社の関連当事者には該当しません。 
  (11)譲受け価額 

    本基本合意に伴い新会社から株式会社南放へ支払われる対価については、平成 25年６月 30日

現在の貸借対照表および損益計算書等に基づき決定する予定です。 

 

４．今後の日程 

   平成 25年５月 14日  取締役会決議、事業再編に関する合意 

        ５月 31日  新会社「南放セーラー広告㈱」設立 

        ６月 14日  新会社と㈱南放が事業譲渡契約締結 

        ７月 １日  新会社営業開始および事業譲受、当社高知支社を新会社に統合 

 

５．業績への影響 

  この度の事業再編により、新会社南放セーラー広告は平成 26 年３月期から当社連結子会社となる

予定です。なお、平成 26 年３月期以降の業績につきましては、現在精査中であり、影響が判明次第

公表いたします。 

以 上 


